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第５章　景観づくりのルール　　　　　　
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・樽前山や支笏湖などの国立公園や国有林のみどり豊　　　　　
　かなエリア

・千歳市の東部に広がる農業地域の景観エリア

・北海道の空の玄関口である新千歳空港周辺のエリア

・国道 36 号、国道 337 号、中央大通などの幹線道路　　
　を軸に形成されている市街地や住宅地、計画的に配　
　置されている工業団地などを含めたエリア

・史跡キウス周堤墓群周辺及び史跡ウサクマイ遺跡群
　周辺を含めたエリア

・市域の西部、支笏湖から東に流れる千歳川やその支
　流のママチ川の沿線

・札幌から千歳市を経由し苫小牧方面に続く国道36号、　
　千歳市の中心を通る中央大通、千歳市を起点に長沼　
　町、南幌町、江別市などを経由して小樽市に続く国　
　道 337 号、千歳市から支笏湖方面を経由し苫小牧市　
　に続く道道支笏湖公園線の沿道

第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　



凡例

自然景観エリア……主に森林地域に設定されている地域

田園景観エリア……主に農業地域に設定されている地域

新千歳空港周辺エリア……新千歳空港アクセス沿道景観形成ガイドラインで定められた
　　　　　　　　　　　　ガイドライン区域、および新千歳空港敷地

市街地エリア……市街化区域もしくは都市地域に設定されている地域

史跡景観エリア……史跡キウス周堤墓群周辺及び史跡ウサクマイ遺跡群周辺の地域

沿道景観軸……国道36号、中央大通、国道337号、道道支笏湖公園線の沿道
　　　　　　　（道路中心線から100ｍの範囲）

水とみどりの景観軸……千歳川、ママチ川の沿線
　　　　　　　　　　  （千歳川は河川中心線から100ｍ、ママチ川は50ｍの範囲）

田園景観エリア

史跡景観エリア沿道景観軸

市街地エリア

水とみどりの
景観軸

自然景観エリア
史跡景観エリア

新千歳空港
周辺エリア
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　



36.248  
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　

〇周辺の自然景観や田園景観に調和しつつ、北海道のイメージを高める魅力的な景　　
観づくりに努めます。

○空港周辺の産業系の土地利用にあたっては、周辺の自然や田園景観との調和に配
慮した形態意匠や色彩、規模などによる建築物・工作物の立地を誘導するととも
に、緑化を促進し、みどりに囲まれた北海道の空の玄関口にふさわしい景観づく
りに努めます。



建物１階に店舗やベンチを設置する
など賑わいの誘導

賑わいが連続的につながることによる
歩いて楽しいまちなかの景観の創出
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　



周囲の景観と調和するスケールの
揃った住宅の規模・形態

敷地内の植栽による潤いの演出
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　



圧迫感を感じさせないよう、歩道から
一定程度の距離を確保

敷地内の植栽による
潤いの演出
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　

〇史跡キウス周堤墓群とその周辺は、縄文の雰囲気が感じられるよう、史跡景観の　　
　保全を図るとともに、その緩衝地帯並びに周辺地域の地理的・自然的環境の保全
　に努めます。
○今後、史跡を整備することにより、将来的に多くの来訪者が見込まれることから、
　周辺景観や環境が悪化しないように配慮します。
○市民との協働により、史跡キウス周堤墓群とその周辺における景観の保全に努め　
　ます。
○史跡ウサクマイ遺跡群及びその周辺は、河川や原生林など原始的な趣を今に遺す　
　歴史的自然景観を損なうことのないよう配慮して、史跡景観の保全に努めます。
※縄文の雰囲気が感じられる景観…縄文当時の地形や植生が現存し、縄文時代のありようが　
　反映されている景観



街路樹の適切な維持管理等による
みどり豊かな沿道景観の演出

花植活動による
彩りのある沿道景観の演出

周辺景観と調和した屋外広告物

沿道景観軸の景観づくりのイメージ
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第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方



散策路やベンチの設置など誰もが憩える親水性のある水辺空間

視点場となる橋は周辺の景観と調和するように配慮
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〇まちなみとの関わりを意識し、市民や観光客などが親しむことができる水辺空間
の創出を促進し、市民の身近な憩いの場として豊かで潤いのある景観づくりに努
めます。

○市街地の水辺空間では、遊歩道の整備の促進や河川敷地の有効利用など、誰もが
憩い、くつろぐことができる空間づくりに努め、加えて周辺の公園・緑地と連続
した一体的な活用を進めると同時に、河川構造物などの景観への配慮に努めま
す。

第５章　景観づくりのルール／１．景観エリア・景観軸ごとの景観づくりの考え方　　　　　　



支笏洞爺国立公園
（自然公園法）

一般区域

景観計画区域（＝全市域）

•国立公園としての制限

•エリアごとに景観づくりの考え方を示す。
•届出行為の基準・景観形成基準は共通とし、
北海道の基準を基本とする。

•届出行為の基準・景観形成基準
は特性に合わせて設定※届出の対象外

※支笏洞爺国立公園と景観重点区域を除いた区域

景観重点区域
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　



36

第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準

アに掲げる
工作物
イからエま
でに掲げる
工作物

オに掲げる
工作物

カからサま
でに掲げる
工作物

シに掲げる
工作物

高さ 15 メートル（建
築物と一体となって
設置される工作物に
あっては、当該工作
物の高さ５メートル、
かつ、地盤面から当
該工作物の上端まで
の高さ 15 メートル）
高さ 13 メートル（建
築物と一体となって
設置される工作物に
あっては、当該工作
物の高さ 5 メートル、
かつ、地盤面から当
該工作物の上端まで
の高さ 13 メートル）
高さ 13 メートル又は
築 造 面 積 2,000 平 方
メートル

高さ 5 メートル又は
築 造 面 積 2,000 平 方
メートル
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　

増築前又は改築前の工作物の規模
が前号に規定する規模以下のとき　
増築後又は改築後の工作物の規模
が前号に規定する規模
増築前又は改築前の工作物の規模
が前号に規定する規模を超えるとき　
増築又は改築に係る部分の築造面
積の合計が 10 平方メートル
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　

◎けばけばしい色の範囲
　　　・R（赤）、YR（黄赤）系の色相：彩度 8 を超えるもの
　　　・Y（黄）系の色相：彩度 6 を超えるもの 
　　　・上記以外の色相 : 彩度 4 を超えるもの
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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屋外における土石、廃棄物（廃棄物
の処理及び清掃に関する法律（昭和
45 年法律第 137 号）第２条第１項
に規定する廃棄物をいう。）、再生資
源（資源の有効な利用の促進に関す
る法律（平成３年法律第 48 号）第
２条第４項に規定する再生資源を
いう。）その他の物件の堆積　

水面の埋立て又は干拓

電気供給のための電線路、有線電気
通信のための線路又は空中線系（そ
の支持物を含む。）の新築、改築又
は増築

第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　

※高さ、延べ面積、床面積、築造面積等の算定方法については、建築基準法施行令（昭
　和 25 年政令第 338 号）第２条の規定に準ずるものとする。
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　

◎けばけばしい色の範囲（次頁「屋根」についても同じ）
　　　・R（赤）、YR（黄赤）系の色相：彩度 8 を超えるもの
　　　・Y（黄）系の色相：彩度 6 を超えるもの
　　　・上記以外の色相：彩度 4 を超えるもの
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第５章　景観づくりのルール／２．区域ごとの景観づくりの基準　　　　　　
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